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１．事業概要 

 

（１）経緯等   

   現在の埋立最終処分場は平成4年10月に廃棄物埋立を開始し、現在23年目を 

   迎えている。長年にわたる継続的な埋立に伴って、現埋立地の残容量は減少して 

   おり、現在の埋立処分場敷地内で埋立範囲の拡張事業を計画する。 

 

 

 

 

 

方法書：1頁 

（２）事業者名 株式会社南都興産（御所市大字蛇穴406-1） 

（３）事業名   重阪最終処分場拡張事業 

（４）事業区域 御所市大字重阪地内 

（５）事業面積 環境影響評価の対象となる事業地面積：２７．５ヘクタール 

                     （うち廃棄物埋立面積：１２．８ヘクタール） 

 
（６）事業期間 新規埋立区域の事業期間：約２５年間 

－１－ 



御所市 

五條市 

吉野川 

曽我川 

国道 
24号線 

２．事業実施区域の概況 

アセス対象事業実施区域 ： ２７．５ヘクタール 

現在の埋立範囲 ： ６．９ヘクタール 

変更後の埋立範囲 ：１２．８ヘクタール 

大淀町 

【事業区域 御所市大字重阪地内】 
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項目 処理対象物 

産業廃棄物 

燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん(以上有害物質を含まないもの)、廃プラスチッ
ク類(石綿含有産業廃棄物を含む)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属
くず、ガラスくず等(石綿含有産業廃棄物を含む)、工作物の新築・改築又は除去
に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(石綿含有産業廃
棄物を含む)、動植物性残渣、廃棄物を処分するために処理したもの 以上14種
類 

特別管理産業
廃棄物 

廃石綿等         以上１種類 

一般廃棄物 燃殻、汚泥、不燃物  以上３品目 

【H25年実績】 

方法書：7頁 ３．埋立処分する廃棄物の種類 

－３－ 



  
平成25年 

重量 ｔ 構成比 

奈良県 22,628  34.3% 

県内市町村 3,717  5.6% 

県内民間 17,024  25.8% 

県内計 43,369 65.7% 

県外 22,664  34.3% 

合  計 66,033    

奈良県 

34% 

県内   

市町村 

6% 県内民間 

26% 

県外 

34% 

 
 

県内廃棄物：約66％（県34%・市町村6％・民間26％） 

○県の廃棄物の約9割が汚泥（第二・宇陀川・吉野川浄化センター） 

○市町村等：奈良市、大和高田市、桜井市、御所市、宇陀市、広陵町、明日香村、十津川村、東宇陀、 

吉野広域、上北山村 
－４－ 

４．埋立処分の状況（平成25年実績） 

【県内：６６％ 県外３４％】 



５．参考） 管理型最終処分場 （例） 



掘削・土砂仮置き

掘削土を仮置場より埋立部へ逐次運搬して覆土材として使用

　ＥＬ195～210mまで２重シート敷設 　ＥＬ210～220mまで２重シート敷設

新規施設使用開始

第１回使用前検査 新期埋立部の埋立 第2回使用前検査（全埋立地2重ｼｰﾄ敷設）

現在の埋立地使用

植樹　吹付 新規埋立部

掘削土仮置場法面植樹及び種子吹付 現在の埋立地の植樹緑化 植樹緑化

Ⅱ Ⅲ Ⅳ

当初の工事期間拡大表示

2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12

場内道路等 　敷地全体 使用前検査

施設使用

放流管・人孔

　　地下水 浸出水

　　　　　 　　ＥＬ195～210

貯留槽・ヤード造成 処理施設設置 　　試運転 運転調整

拡張部 底盤・水路他

掘削土仮置部法面植樹 掘削土仮置部植栽種子吹付

地下水・浸出水

排水管施設

地下水・浸出水

集排水設備

遮水工設備　

浸出水

処理施設

洪水調整池

排水路工

5 6 7 143

緑化工事

8

工　種
工事着手1年目 工事着手２年目 工事着手３年目

造成土工事

仮防災施設

工　種

造成土工事

仮防災施設

遮水工設備　

浸出水

処理施設

洪水調整池

排水路工

廃棄物埋立

緑化工事

1

地下水・浸出水

集排水設備

工事着手からの年数

21 22 23 24 25 2618132

施工ステップ

ⅥⅠ Ⅴ

27 2894 16 1710 11 12 15 19 20
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植樹　吹付 新規埋立部
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方法書：16頁 ６．工事及び埋立処分計画  工程表 

－６－ 



方法書：8頁 

【主な工事内容】 

・新規埋立地の施工基盤の造成 

・工事用仮設道路の設置 

・洪水調整池の改造 

・水路の設置・改修 

・（新規）浸出水処理施設の敷地造成 

・浸出水排水管、地下水排水管の施工 

・新・旧施設の区画分割の土堰堤築造 

６．工事及び埋立処分計画  （１）施工段階ステップⅠ（着工年） 
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2-5-1 工事及び埋立処分計画  （2）施工段階ステップⅡ 方法書：9頁 

【主な工事内容】 

・新規埋立地の掘削工事 

・掘削残土は仮置場に成形盛土 

・東側の盛土法面には植樹緑化 

・新規浸出水処理施設の 

 コンクリート駆体を施工 

新規埋立地の掘削工事を本格的に進める段階 

６．工事及び埋立処分計画  （２）施工段階ステップⅡ（着工から約２年目） 

－８－ 



2-5-1 工事及び埋立処分計画  （3）施工段階ステップⅢ 方法書：10頁 

【主な工事内容】 

・掘削土仮置場の法面に種子吹付 

・新規埋立地の地下水集排水工施工 

・新規埋立地の遮水シート施工 

・新規埋立地の浸出水集排水工施工 

・浸出水処理プラント設置 

・管理用道路の設置 

※新規埋立地での廃棄物受入準備完了 

新規埋立地の遮水シート敷設と排水処理プラント建設を進める段階 

６．工事及び埋立処分計画  （３）施工段階ステップⅢ（着工から約３年目） 

－９－ 



2-5-1 工事及び埋立処分計画  （4）施工段階ステップⅣ 方法書：11頁 ６．工事及び埋立処分計画  （４）施工段階ステップⅣ（着工から約４～６年目） 
現埋立地と新埋立地で埋立を進行する段階 

－１０－ 



2-5-1 工事及び埋立処分計画  （5）施工段階ステップⅤ 方法書：12頁 

【主な工事内容】 

・現埋立地の埋立完了後に植樹緑化 

・新規埋立地と接する現埋立地の法面 

 に遮水シート敷設 

６．工事及び埋立処分計画  （５）施工段階ステップⅤ（着工から約７年目～） 
現埋立地の埋立を完了し、新埋立地の埋立を進める段階 

－１１－ 



2-5-1 工事及び埋立処分計画  （6）施工段階ステップⅥ 方法書：17頁 ６．工事及び埋立処分計画  （６）施工段階ステップⅥ（着工から約２８年後） 
埋立を完了し、植林により山林復旧する段階 

－１２－ 



浸出水調整槽 

浸出水処理施設(既） 

浸出水処理施設（新） 

方法書：18頁 ７．水処理計画 （１）浸出水処理 

－１３－ 



2-5-3 水処理計画  （2）雨水排水 方法書：19頁 ７．水処理計画 （２）雨水排水 

－１４－ 



項目 現在 変更後 

台数/日 41台 55台 

  

主要 
ルート 

33台 44台 

その他の 
ルート 

8台 11台 

年間 
埋立容量 

約4万㎥ 

 

約5.3万㎥ 

 

時間帯 7:00～17:00 

曜日 
月曜日～土曜日 

(祝日除く) 

国道 
24号線 

国道24号線 
（京奈和自動車） 

方法書：21・22頁 ８．交通計画 

：主要ルート 
 

：その他のルート   

－１５－ 



御所市 

五條市 

大
淀
町 

方法書：25頁 

景観・3㎞ 

９．環境影響を受ける範囲であると認められる地域 

－１６－ 


